
 
 

 

一 

 
 

 

訪
問
介
護
事
業
者
に
対
す
る
緊
急
の
支
援
に
関
す
る
法
律
案
要
綱 

一 
趣
旨 

 
 

こ
の
法
律
は
、
令
和
六
年
度
介
護
報
酬
改
定
に
よ
る
訪
問
介
護
に
係
る
介
護
報
酬
の
基
準
の
基
本
と
な
る
部
分
（
三
の
１

及
び
五
に
お
い
て
「
訪
問
介
護
報
酬
基
準
の
基
本
部
分
」
と
い
う
。
）
の
引
下
げ
が
訪
問
介
護
事
業
者
の
事
業
及
び
介
護
従

事
者
の
処
遇
に
深
刻
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
訪
問
介
護
事
業
者
に
よ
る
訪
問
介
護
の
提
供
に
支
障
が
生
じ
、

ひ
い
て
は
訪
問
介
護
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
及
び
そ
の
家
族
の
職
業
生
活
と
家
庭
生
活
と
の
両
立
が
困
難
と
な
っ
て
い
る
現

状
に
鑑
み
、
訪
問
介
護
事
業
者
に
対
す
る
緊
急
の
支
援
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。（
第
一
条
関
係
） 

二 

定
義 

 

１ 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
令
和
六
年
度
介
護
報
酬
改
定
」
と
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
令
和
六
年
三
月
十
五
日
に
告
示
し
て

定
め
た
介
護
報
酬
の
基
準
の
改
正
を
い
う
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
二
条
第
一
項
関
係
） 

 

２ 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
訪
問
介
護
」
と
は
、
介
護
保
険
法
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
訪
問
介
護
の
う
ち
、
同
法
の
保

険
給
付
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
を
い
う
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
二
条
第
二
項
関
係
） 

 

３ 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
訪
問
介
護
事
業
者
」
と
は
、
訪
問
介
護
の
事
業
を
行
う
者
を
い
う
こ
と
。 



 

 
 

 

二 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
二
条
第
三
項
関
係
） 

三 
訪
問
介
護
事
業
支
援
金
の
支
給
の
た
め
の
財
政
上
の
措
置
等 

 

１ 

政
府
は
、
令
和
六
年
度
介
護
報
酬
改
定
に
よ
る
訪
問
介
護
報
酬
基
準
の
基
本
部
分
の
引
下
げ
が
訪
問
介
護
事
業
者
の
事

業
及
び
介
護
従
事
者
の
処
遇
に
深
刻
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
訪
問
介
護
事
業
者
に
よ
る
訪
問
介
護
の
提

供
に
支
障
が
生
じ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
、
五
の
１
に
よ
る
訪
問
介
護
に
係
る
介
護
報
酬
の
基
準
の
改
正
が
行
わ
れ
る
ま
で

の
間
、
訪
問
介
護
事
業
者
が
訪
問
介
護
を
需
要
に
応
じ
て
安
定
的
に
提
供
で
き
る
体
制
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
訪
問
介
護

事
業
者
に
支
給
さ
れ
る
補
助
金
（
以
下
「
訪
問
介
護
事
業
支
援
金
」
と
い
う
。
）
を
支
給
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
三
条
第
一
項
関
係
） 

 

２ 

政
府
は
、
訪
問
介
護
事
業
支
援
金
が
で
き
る
限
り
速
や
か
に
支
給
さ
れ
る
よ
う
、
必
要
な
財
政
上
の
措
置
そ
の
他
の
措

置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

（
第
三
条
第
二
項
関
係
） 

四 

譲
渡
等
の
禁
止 

 

１ 

訪
問
介
護
事
業
支
援
金
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
者
の
当
該
支
給
を
受
け
る
権
利
は
、
譲
り
渡
し
、
担
保
に
供

し
、
又
は
差
し
押
さ
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
四
条
第
一
項
関
係
） 



 
 

 

三 

 
２ 

訪
問
介
護
事
業
支
援
金
と
し
て
支
給
を
受
け
た
金
銭
は
、
差
し
押
さ
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
四
条
第
二
項
関
係
） 

五 

訪
問
介
護
に
係
る
介
護
報
酬
の
基
準
の
改
正
等 

 

１ 

政
府
は
、
令
和
六
年
度
介
護
報
酬
改
定
に
よ
る
訪
問
介
護
報
酬
基
準
の
基
本
部
分
の
引
下
げ
が
訪
問
介
護
事
業
者
の
事

業
及
び
介
護
従
事
者
の
処
遇
に
及
ぼ
す
影
響
並
び
に
訪
問
介
護
事
業
支
援
金
の
支
給
の
効
果
の
検
証
を
踏
ま
え
、
令
和
六

年
度
介
護
報
酬
改
定
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
で
き
る
限
り
早
い
時
期
に
、
訪
問
介
護
に

係
る
介
護
報
酬
の
基
準
の
改
正
そ
の
他
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 

（
第
五
条
第
一
項
関
係
） 

 

２ 

政
府
は
、
１
に
よ
り
行
う
訪
問
介
護
に
係
る
介
護
報
酬
の
基
準
の
改
正
に
お
い
て
、
訪
問
介
護
報
酬
基
準
の
基
本
部
分

を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
訪
問
介
護
事
業
者
の
事
業
規
模
ご
と
の
収
支
の
状
況
及
び
地
域
の
実
情
を
踏
ま
え
、
訪
問
介

護
事
業
者
が
訪
問
介
護
を
需
要
に
応
じ
て
安
定
的
に
提
供
で
き
る
よ
う
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
五
条
第
二
項
関
係
） 

六 

施
行
期
日 

 
 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
附
則
関
係
） 



 
 

 

一 

 
 

 

訪
問
介
護
事
業
者
に
対
す
る
緊
急
の
支
援
に
関
す
る
法
律
案 

 

（
趣
旨
） 

第
一
条 
こ
の
法
律
は
、
令
和
六
年
度
介
護
報
酬
改
定
に
よ
る
訪
問
介
護
に
係
る
介
護
報
酬
の
基
準
の
基
本
と
な
る
部
分
（
第

三
条
第
一
項
及
び
第
五
条
に
お
い
て
「
訪
問
介
護
報
酬
基
準
の
基
本
部
分
」
と
い
う
。
）
の
引
下
げ
が
訪
問
介
護
事
業
者
の

事
業
及
び
介
護
従
事
者
の
処
遇
に
深
刻
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
訪
問
介
護
事
業
者
に
よ
る
訪
問
介
護
の
提

供
に
支
障
が
生
じ
、
ひ
い
て
は
訪
問
介
護
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
及
び
そ
の
家
族
の
職
業
生
活
と
家
庭
生
活
と
の
両
立
が
困

難
と
な
っ
て
い
る
現
状
に
鑑
み
、
訪
問
介
護
事
業
者
に
対
す
る
緊
急
の
支
援
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
令
和
六
年
度
介
護
報
酬
改
定
」
と
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
令
和
六
年
三
月
十
五
日
に
告
示
し

て
定
め
た
介
護
報
酬
の
基
準
の
改
正
を
い
う
。 

２ 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
訪
問
介
護
」
と
は
、
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す

る
訪
問
介
護
の
う
ち
、
同
法
の
保
険
給
付
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
を
い
う
。 

３ 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
訪
問
介
護
事
業
者
」
と
は
、
訪
問
介
護
の
事
業
を
行
う
者
を
い
う
。 



 

 
 

 

二 

 
（
訪
問
介
護
事
業
支
援
金
の
支
給
の
た
め
の
財
政
上
の
措
置
等
） 

第
三
条 

政
府
は
、
令
和
六
年
度
介
護
報
酬
改
定
に
よ
る
訪
問
介
護
報
酬
基
準
の
基
本
部
分
の
引
下
げ
が
訪
問
介
護
事
業
者
の

事
業
及
び
介
護
従
事
者
の
処
遇
に
深
刻
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
訪
問
介
護
事
業
者
に
よ
る
訪
問
介
護
の
提

供
に
支
障
が
生
じ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
、
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
訪
問
介
護
に
係
る
介
護
報
酬
の
基
準
の
改
正
が
行

わ
れ
る
ま
で
の
間
、
訪
問
介
護
事
業
者
が
訪
問
介
護
を
需
要
に
応
じ
て
安
定
的
に
提
供
で
き
る
体
制
を
確
保
す
る
観
点
か
ら

訪
問
介
護
事
業
者
に
支
給
さ
れ
る
補
助
金
（
以
下
「
訪
問
介
護
事
業
支
援
金
」
と
い
う
。
）
を
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

政
府
は
、
訪
問
介
護
事
業
支
援
金
が
で
き
る
限
り
速
や
か
に
支
給
さ
れ
る
よ
う
、
必
要
な
財
政
上
の
措
置
そ
の
他
の
措
置

を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
譲
渡
等
の
禁
止
） 

第
四
条 

訪
問
介
護
事
業
支
援
金
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
者
の
当
該
支
給
を
受
け
る
権
利
は
、
譲
り
渡
し
、
担
保
に

供
し
、
又
は
差
し
押
さ
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

２ 

訪
問
介
護
事
業
支
援
金
と
し
て
支
給
を
受
け
た
金
銭
は
、
差
し
押
さ
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

 

（
訪
問
介
護
に
係
る
介
護
報
酬
の
基
準
の
改
正
等
） 



 
 

 

三 

第
五
条 

政
府
は
、
令
和
六
年
度
介
護
報
酬
改
定
に
よ
る
訪
問
介
護
報
酬
基
準
の
基
本
部
分
の
引
下
げ
が
訪
問
介
護
事
業
者
の

事
業
及
び
介
護
従
事
者
の
処
遇
に
及
ぼ
す
影
響
並
び
に
訪
問
介
護
事
業
支
援
金
の
支
給
の
効
果
の
検
証
を
踏
ま
え
、
令
和
六

年
度
介
護
報
酬
改
定
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
で
き
る
限
り
早
い
時
期
に
、
訪
問
介
護
に
係

る
介
護
報
酬
の
基
準
の
改
正
そ
の
他
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

政
府
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
行
う
訪
問
介
護
に
係
る
介
護
報
酬
の
基
準
の
改
正
に
お
い
て
、
訪
問
介
護
報
酬
基
準
の
基

本
部
分
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
訪
問
介
護
事
業
者
の
事
業
規
模
ご
と
の
収
支
の
状
況
及
び
地
域
の
実
情
を
踏
ま
え
、
訪

問
介
護
事
業
者
が
訪
問
介
護
を
需
要
に
応
じ
て
安
定
的
に
提
供
で
き
る
よ
う
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 





 
 

 

五 

 
 
 
 
 

理 

由 

 

令
和
六
年
度
介
護
報
酬
改
定
に
よ
る
訪
問
介
護
報
酬
基
準
の
基
本
部
分
の
引
下
げ
が
訪
問
介
護
事
業
者
の
事
業
及
び
介
護
従

事
者
の
処
遇
に
深
刻
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
訪
問
介
護
事
業
者
に
よ
る
訪
問
介
護
の
提
供
に
支
障
が
生
じ
、

ひ
い
て
は
訪
問
介
護
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
及
び
そ
の
家
族
の
職
業
生
活
と
家
庭
生
活
と
の
両
立
が
困
難
と
な
っ
て
い
る
現
状

に
鑑
み
、
訪
問
介
護
事
業
者
に
対
す
る
緊
急
の
支
援
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を

提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 


